
- 1 - 

別記様式（第２条関係） 

会   議   録 （要 旨） 

会 議 名 庁 議 

開 催 日 時 令和５年８月１日（水）午後１時２５分～午後１時５８分 

開 催 場 所 ３０１会議室 

出席者及び 

欠 席 者 

出席者：市長、副市長、教育長、企画財政部長、総務部長、総務部危機

管理担当部長、市民部長、協働推進部長、環境部長、健康福祉

部長、健康福祉部高齢・障害担当部長、子ども家庭部長、都市

整備部長、都市整備部建設管理担当部長、教育部長、教育部学

校教育担当部長、議会事務局長、会計管理者 

欠席者：なし 

議 題 
１ 令和５年第３回市議会定例会提出議案について 

２ その他 

結 論 
（ 決 定 し た 方

針、残された問
題点、保留事項
等を記載する。） 

議題１：提案のとおり提出議案として決定する。 

議題２：令和５年第３回市議会定例会の招集期日は９月４日（月）であ

る。 

審 議 経 過 
（主な意見等を
原則として発言
順に記載し、同

一内容は一つに
まとめる。) 
 

（発言者） 
○印=構成員 
●印=説明員 

議題１ 令和５年第３回市議会定例会提出議案について 

⑴ 令和４年度武蔵村山市一般会計歳入歳出決算認定について 

（企画財政部長提出） 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第３項の規

定により、議会の認定に付する必要があるので、本案を提出する。 

歳入決算額は３２，２２７，５７１，６９１円、歳出決算額は

３１，３６５，０２１，８９４円、歳入歳出差引残額は８６２，

５４９，７９７円、翌年度へ繰り越すべき財源は２９，１１３，

０３０円、実質収支額は８３３，４３６，７６７円である。 

（結 論） 

提出議案として決定する。 

 

 ⑵ 令和４年度武蔵村山市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算

認定について 

（市民部長提出） 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第３項の規

定により、議会の認定に付する必要があるので、本案を提出する。 

歳入決算額は８，１８２，５０７，７８９円、歳出決算額は７，

９９９，７３８，４４５円、歳入歳出差引残額は１８２，７６９，

３４４円、翌年度へ繰り越すべき財源は０円、実質収支額は１８

２，７６９，３４４円である。 

（結 論） 
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提出議案として決定する。 

 

 ⑶ 令和４年度武蔵村山市介護保険特別会計歳入歳出決算認定につ

いて 

（高齢・障害担当部長提出） 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第３項の規

定により、議会の認定に付する必要があるので、本案を提出する。 

歳入決算額は５，５１４，７０５，２９８円、歳出決算額は５，

３１６，９７７，７３９円、歳入歳出差引残額は１９７，７２７，

５５９円、翌年度へ繰り越すべき財源は０円、実質収支額は１９

７，７２７，５５９円である。 

（結 論） 

提出議案として決定する。 

 

⑷ 令和４年度武蔵村山市都市核地区土地区画整理事業特別会計歳

入歳出決算認定について 

（都市整備部長提出） 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第３項の規

定により、議会の認定に付する必要があるので、本案を提出する。 

歳入決算額は１，２３８，２９４，４０４円、歳出決算額は１，

０５９，２４２，５２５円、歳入歳出差引残額は１７９，０５１，

８７９円、翌年度へ繰り越すべき財源は１３４，５４３，０００

円、実質収支額は４４，５０８，８７９円である。 

（結 論） 

提出議案として決定する。 

 

⑸ 令和４年度武蔵村山市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認

定について 

（市民部長提出） 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第３項の規

定により、議会の認定に付する必要があるので、本案を提出する。 

歳入決算額は１，８４１，４８６，９５６円、歳出決算額は１，

７８０，１６６，４３４円、歳入歳出差引残額は６１，３２０，

５２２円、翌年度へ繰り越すべき財源は０円、実質収支額は６１，

３２０，５２２円である。 

（結 論） 

提出議案として決定する。 

 

⑹ 令和４年度武蔵村山市下水道事業会計決算認定について 
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（建設管理担当部長提出） 

地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第３０条第４項

の規定により、議会の認定に付する必要があるので、本案を提出

する。 

下水道事業収益（収益的収支）は１，３５５，９３８，９６０

円、下水道事業費用（収益的収支）は１，２３５，６２５，２７

３円、収益的収支差引額は１２０，３１３，６８７円である。 

また、資本的収入（資本的収支）は１５７，６５７，４６０円、

資本的支出（資本的収支）は３７３，９７５，６５６円、資本的

収支差引額は△２１６，３１８，１９６円である。 

（結 論） 

提出議案として決定する。 

 

⑺ 武蔵村山市奨学資金条例を廃止する等の条例 

（企画財政部長提出） 

武蔵村山市奨学資金条例に基づく奨学金の支給対象者を段階的

に縮小する改正を行うとともに、同条例及び武蔵村山市奨学資金

基金条例を廃止する必要があるので、本案を提出する。 

⑴ 武蔵村山市奨学資金条例及び武蔵村山市奨学資金基金条例

を廃止する。 

⑵ 武蔵村山市奨学資金条例に基づく支給対象者を段階的に縮

小する改正を行う。 

ア 奨学金の支給対象者を「高等学校等に在学又は入学する

者」から「高等学校等の第２学年又は第３学年に在学する

者」に縮小する。 

イ アで縮小した奨学金の支給対象者を更に「高等学校等の

第３学年に在学する者」に縮小する。 

施行期日について、⑴は令和８年３月３１日から、⑵アは令和

６年４月１日から、⑵イは令和７年４月１日からとする。 

（結 論） 

提出議案として決定する。 

 

⑻ 武蔵村山市印鑑条例の一部を改正する条例 

（市民部長提出） 

 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に

関する法律（平成１４年法律第１５３号）の一部改正に伴い、多

機能端末機による印鑑登録証明書の交付において、移動端末設備

による交付を可能とする必要があるため、本案を提出する。 

現在、マイナンバーカードに搭載されている電子証明書が、電
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子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関す

る法律の一部改正に伴い、スマートフォン（移動端末設備）でも

搭載可能となる。 

これに伴い、コンビニエンスストア等に設置されている多機能

端末機から印鑑登録証明書を交付するに当たり、電子証明書を搭

載したスマートフォンの利用を可能とするものである。 

施行期日については、公布の日からとする。 

（結 論） 

提出議案として決定する。 

 

⑼ 武蔵村山市子どものための教育・保育給付に係る利用者負担金

に関する条例の一部を改正する条例 

（子ども家庭部長提出） 

保育所等利用多子世帯負担軽減事業実施要綱（平成３１年福保

子保第１１５８号）の一部改正に伴い、規定を整備する必要があ

るので、本案を提出する。 

特定被監護者等のうち、最年長者から順に数えて２人目以降の

子ども（保育所等を利用する「第２子目」の全ての子ども）に係

る利用者負担金を無償化するため、規定の整備を行うもの。 

施行期日については、令和５年１０月１日からとする。 

（結 論） 

提出議案として決定する。 

 

⑽ 武蔵村山市児童遊園条例の一部を改正する条例 

（環境部長提出） 

児童の健全な遊びの用に供する施設の充実を図るため、新たに

本町二丁目児童遊園を設置する必要があるので、本案を提出する。 

第３条別表に「本町二丁目児童遊園 武蔵村山市本町二丁目４

８番地の７」を加える。 

施行期日については、公布の日から施行する。 

なお、本町二丁目児童遊園の設置は、都市計画法第２９条の開

発行為に伴う無償譲渡によるものである。 

  （結 論） 

提出議案として決定する。 

 

⑾ 令和５年度武蔵村山市一般会計補正予算（第５号） 

（企画財政部長提出） 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１８条第１項の規

定により、本案を提出する。 

なお、内容等については、現在精査中である。 
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主な内容としては、補正予算額の総額は６億４，１８９万１千

円を予定、補正後の歳入歳出総額は３３１億５，１４１万１千円

となる見込みである。 

歳入概要としては、普通交付税前年度繰越金、臨時財政対策債

等、歳出概要としては、令和４年度の決算確定に伴う財政調整基

金の積立金、おくやみコーナー運営経費、庁舎防火シャッター等

改修事業等を想定している。 

 （結 論） 

提出議案として決定する。 

 

⑿ 令和５年度武蔵村山市介護保険特別会計補正予算（第１号） 

（高齢・障害担当部長提出） 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１８条第１項の規

定により、本案を提出する。 

内容等については、現在精査中である。 

（結 論） 

提出議案として決定する。 

 

⒀ 令和５年度武蔵村山市都市核地区土地区画整理事業特別会計補

正予算（第１号） 

（都市整備部長提出） 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１８条第１項の規

定により、本案を提出する。 

補正予算額は３万３千円、補正後歳入歳出総額は１６億３，９

５４万円である。歳入概要は、国庫補助金及び都補助金の減額、

一般会計繰入金及び繰越金の増額、歳出概要は土地区画整理評価

員経費の増額である。 

（結 論） 

提出議案として決定する。 

 

⒁ 令和５年度武蔵村山市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１

号） 

（市民部長提出） 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１８条第１項の規

定により、本案を提出する。 

歳入については、一般会計繰入金のうち、療養給付費繰入金、

事務費繰入金について実績に基づき減額補正するとともに、保険

料軽減措置繰入金、繰越金について実績に基づき増額補正するも

のである。歳出については、広域連合負担金のうち、療養給付費

負担金、広域連合事務費負担金について、減額補正するとともに、
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保険料軽減策負担金、保険料等負担金、一般会計繰出金について、

増額補正するものである。 

（結 論） 

提出議案として決定する。 

 

⒂ 令和５年度武蔵村山市下水道事業会計補正予算（第１号） 

（建設管理担当部長提出） 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１８条第１項の規

定により、本案を提出するもの。 

内容等については、現在精査中である。 

主な内容としては、令和４年度決算確定に伴う一般会計からの

繰入金の精算に伴う増、新青梅街道拡幅に伴う公共汚水ますの移

設依頼の増加に伴う工事請負費等の増によるものである。 

（結 論） 

提出議案として決定する。 

 

⒃ （仮称）武蔵村山市防災食育センター給食調理器具等の買入れ

について 

（総務部長提出） 

議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条

例（昭和３９年村山町条例第１号）第３条の規定により、議会の

議決に付する必要があるので、本案を提出する。 

概算額は２７２，０２７千円である。概要は、（仮称）武蔵村山

市防災食育センターの給食調理等に必要となる調理器具等を買い

入れるものである。買入れ品目数は１５４品目であり、納期限は

令和７年３月３１日である。 

 （結 論） 

提出議案として決定する。 

 

⒄ （仮称）武蔵村山市防災食育センター給食配送用車両の買入れ

について 

（総務部長提出） 

議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条

例（昭和３９年村山町条例第１号）第３条の規定により、議会の

議決に付する必要があるので、本案を提出する。 

概算額は５４，７９４千円である。概要は、（仮称）武蔵村山市

防災食育センターの配送等に必要となる車両を買い入れるもので

ある。買入れ台数は５台であり、納期限は令和７年３月２４日で

ある。 

（結 論） 
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提出議案として決定する。 

 

⒅ 市道路線の認定について 

（建設管理担当部長提出） 

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第８条第２項の規定によ

り、本案を提出する。 

開発行為に伴う寄付の申出があり、市道路線として認定するも

のである。路線名は一般市道Ｅ第３０８号線である。起点は武蔵

村山市本町二丁目４８番地先、終点は武蔵村山市本町二丁目４８

番地先である。幅員は５．００ｍ、延長は７４．５７ｍである。 

当該路線は、２５宅地を有する開発区域内の路線である。主要

市道第８３号線と開発行為に伴い設置される児童遊園を接続する

路線である。起点と終点が公道から公共施設に接続することから、

武蔵村山市道路の認定等及び道路の区域変更等に関する取扱規則

第３条の路線の認定条件を満たしている。 

なお、当該路線の北側に接続する認定外道路については、所有

権移転の登記が完了次第、認定外道路としての指定を行う。 

（結 論） 

提出議案として決定する。 

 

⒆ 市道路線の廃止について 

（建設管理担当部長提出） 

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１０条第１項の規定に

より、路線を廃止するので、同条第３項の規定により、本案を提

出する。 

路線名は一般市道Ｂ第１５２号線である。起点は武蔵村山市学

園三丁目６９番地先、終点は学園三丁目５８番地先である。幅員

は１．８２ｍ、延長は１４．４７ｍである。 

公共性が低いと認められる当該市道を廃道とした後に、隣接地

権者に払下げを行う予定である。 

（結 論） 

提出議案として決定する。 

 

【追加予定】 

⑴ 固定資産評価審査委員会委員の選任について 

（企画財政部長提出） 

地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第４２３条第３項の規

定により、本案を提出する。 

武蔵村山市固定資産評価審査委員会の委員が、令和５年９月３
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０日付で任期満了となるので、後任の委員を選任するものである。 

任期は令和５年１０月１日から令和８年９月３０日まで（任期

３年）で選任する委員は１名である。 

（結 論） 

提出議案として決定する。 

 

【報告事項】 

⑴ 令和４年度武蔵村山市の健全化判断比率及び資金不足比率につ

いて 

（企画財政部長提出） 

地方公共団体の財政の健全化に関する法律（平成１９年法律第

９４号）第３条第１項及び第２２条第１項の規定により、報告す

る。 

令和４年度武蔵村山市の健全化判断比率（実質赤字比率、連結

実質赤字比率、実質公債費比率及び将来負担比率）及び公営企業

会計の資金不足比率を監査委員の意見を付けて報告する。 

（結 論） 

報告事項として決定する。 

 

議題３ その他 

令和５年第３回市議会定例会の招集期日は９月４日（月）である。 

 
 

会議録の開示 

・非開示の別 

☑開  示 

□一部開示（根拠法令等：                   ） 

□非 開 示（根拠法令等：                   ） 
 

庶務担当課  企画財政部 企画政策課（内線：３７３） 

（日本産業規格Ａ列４番） 


